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第６章 生活福祉業務関係      

１ 生活保護 

健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として、生活保護法

に基づき、生活困窮の程度及び世帯人員、年齢、世帯の状況により、生活・住宅・教育・介護・医療・出産・

生業・葬祭の各扶助について必要な支援を行っている。 

生活保護制度を取り巻く環境は、経済活動や高齢化の影響が被保護世帯数の増加につながっている。 

 

（１） 被保護世帯数・扶助別被保護世帯数・人員 

                                           （平成28年３月31日現在，単位：世帯・人） 

   扶助の種類 
町 名 実数 

停止

中 

生活

扶助 

住宅 

扶助 

教育 

扶助 

介護

扶助 

医療

扶助 

出産 

扶助 

生業 

扶助 

葬祭 

扶助 

計 
世帯数 383 ７ 318 308 19 85 335 0 10 2 

人 員 510 9 428 416 32 87 419 0 11 2 

中井町 
世帯数 25 1 20 17 2 4 21 0 1 1 

人 員 30 1 24 22 2 4 24 0 1 1 

大井町 
世帯数 97 2 84 81 10 17 79 0 5 0 

人 員 150 2 133 125 17 17 112 0 5 0 

松田町 
世帯数 118 2 100 98 3 21 105 0 2 1 

人 員 143 3 121 118 4 21 119 0 3 1 

山北町 
世帯数 59 0 46 41 2 21 55 0 2 0 

人 員 78 0 63 58 6 21 67 0 2 0 

開成町 
世帯数 84 2 68 71 2 24 75 0 0 0 

人 員 109 3 87 93 3 24 97 0 0 0 

注 実数計は停止中を含む。 

 

（２） 保護の開始・廃止 

ア 理由別保護開始世帯の状況                                     （単位：世帯） 

 理由 

 

町名 
計 

世

帯

主

の
傷
病 

世

帯

員

の
傷
病 

死
亡
・
離

別
・
不
在 

稼働収入の減少 年

金

の

減
少
等 

仕
送
り
の

減
少
等 

預

貯

金

の
消
費 

そ
の
他 定

年
・

失
業 

老
齢 

倒

産

等 そ

の

他 

計 69 23 0 2 4 6 1 0 2 1 20 10 

中 井 町 9 4 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 

大 井 町 22 9 0 1 1 1 0 0 1 0 8 1 

松 田 町 16 2 0 0 0 2 0 0 1 1 6 4 

山 北 町 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 

開 成 町 16 7 0 1 2 1 0 0 0 0 1 4 
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イ 理由別保護廃止世帯の状況                                      （単位：世帯） 

理由 

 

町名 
計 

世
帯
主
傷

病
の
治
癒 

世
帯
員
傷

病
の
治
癒 

死 

亡 

失 

踪 

稼

働

収

入
の
増
加 

働

き

手

の
転
入 

年

金

等

の
増
加 

引
き
取
り
・

仕
送
り 

施
設
入
所 

医
療
・
他

法 そ
の
他 

計 77 3 0 21 8 14 0 1 3 0 0 27 

中井町 8 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 

大井町 21 0 0 6 1 3 0 0 2 0 0 9 

松田町 20 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 10 

山北町 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 

開成町 24 2 0 4 3 9 0 1 1 0 0 4 

 

（３） 世帯類型別被保護世帯の状況               （平成28年３月31日現在，単位：世帯） 

   世帯類型 

町名 
計 高齢者世帯 母子世帯 障害者世帯 傷病者世帯 

その他 

の世帯 

計 383   212  17     38  61     55     

中 井 町 25      11      2 3    6 3 

大 井 町 97   43    8     12 19 15 

松 田 町 118      73    2 13 15 15 

山 北 町 59   35     1 4 11 8       

開 成 町 84      50   4      6 10 14 

 

（４） 労働力類型別被保護世帯の状況              (平成28年３月31日現在，単位：世帯) 

  労働力類型 

 

町 名 

計 

稼 働 世 帯 

非稼働世帯 世帯主が働いている世帯 
世帯員稼働 

常 用 日 雇 内 職 その他 

計 283   26  7 18 2 10 320   

中 井 町 25      6 0 2 0 0 17       

大 井 町 97   6    1 4 0 4 82      

松 田 町 118      5       3 4 0 1 105      

山 北 町 59   1    1 3 2  1      51      

開 成 町 84      8      2 5 0 4 65      

 

（５） 医療扶助受給人員                        (平成28年３月３１日現在，単位：人) 

     区分 

町名 
計 

入  院 入 院 外 医療 

単給 

医療 

扶助率 小 計 精 神 その他 小 計 精 神 その他 

計 419    31 21 10 388 7 381  5 82.1% 

中 井 町 24     0  0 0 24  0 24   0 80.0% 

大 井 町 112  6 4  2  106 1 105   0 74.6% 

松 田 町 119    12   9   3   107   2  105    2 83.2% 

山 北 町 67     7   5 2 60 1 59   1 85.8% 

開 成 町 97     6 3 3 91 3 88   2 88.9% 

注 医療単給は再掲。 
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（６） 生活保護施設等利用状況                 (平成28年３月３1日現在，単位：世帯) 

     町 名  

施設区分 
計 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 

生活保護 

施 設 

救 護 施 設 3  1 1  1 

更 生 施 設 0      

 

関連施設 

 

養 護 老 人 ホ ー ム 0      

無 料 低 額 宿 泊 所 9  1 3  5 

女 性 保 護 施 設 0      

介護保険施設 

認知症対応型共同生活 16 １ ３ ２ ６ ４ 

介 護 老 人 福 祉 施 設 11 1 1 4 3 2 

介 護 老 人 保 健 施 設 8 1 1  3 3 

介護療養型医療施設 0      

 

（７） 保護の開始廃止件数の推移  

年度 

区分 
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成２5年度 平成2６年度 平成27年度 

開 始 57世帯 70世帯 79世帯 70世帯 83世帯 69世帯 

廃 止 42世帯 45世帯 57世帯 45世帯 62世帯 77世帯 

 

（８） 保護世帯数等の推移                                 （各年度平均，単位：世帯・人） 

      年度 

区分 
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成2６年度 平成27年度 

世 帯 数 289 311 332 360 386 383 

人 員 374 403 423 466 510 510 

保護率（‰） 5.56 5.99 6.32 7.0 7.71 7.94 

 

（９） 生活保護費の状況                                             （単位：円） 

 扶助別 
町名 

計 
生活 

扶助 

住宅 

扶助 

教育 

扶助 

医療 

扶助 

介護 

扶助 

生業 

扶助 

出産 

扶助 

葬祭 

扶助 

就労自立

給付金 

保護施設

事務費 

計 410,010,803 243,544,973 145,667,606 3,944,172 4,057,488 53,682 2,186,919 298,930 1,305,731 409,872 8,541,430 

中井町 20,194,429 11,646,560 6,415,586 187,300 276,024    158,748  144,931  1,365,280 

大井町 123,223,980 75,531,639 40,998,263 1,818,445 1,124,262 6,346 890,376 298,930 410,400 94,589 2,050,730 

松田町 130,682,867 76,568,372 48,066,839 731,092 1,084,088 20,736 491,850  545,200 100,000 3,074,690 

山北町 50,959,580 32,961,085 16,070,600 695,361 679,789  552,745     

開成町 84,949,947 46,837,317 34,116,318 511,974 893,325 26,600 93,200  205,200 215,283 2,050,730 

注 介護扶助における介護報酬及び医療扶助における診療報酬は、本表には含まない。 
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２ 障害児者福祉 

特別障害者手当等の支給状況               （平成28年3月31日現在，単位：件） 

     手当の種類 

町名 

特 別 障 害 者 手 当 等 

障害児福祉手当 経過的福祉手当 特別障害者手当 

計 27 3 24 

中 井 町 0 0 5 

大 井 町 11 1 0 

松 田 町 2 0 5 

山 北 町 1 0 10 

開 成 町 13 2 4 

 

３ 児童福祉 

（１） 児童福祉 

ア 助産施設利用状況                                              （単位：件） 

町 名 計 中 井 町 大 井 町 松 田 町 山 北 町 開 成 町 

利用件数 １  １    

 

イ 母子生活支援施設利用状況                                        （単位：件） 

町 名 計 中 井 町 大 井 町 松 田 町 山 北 町 開 成 町 

利用件数 3 １ １   1 

 

（２） 家庭児童相談室 

家庭児童相談室は、家庭における人間関係の健全化及び児童養育の適正化等家庭児童福祉の向上

を図るための相談指導援助を充実強化するため、昭和40年1月に愛甲･津久井福祉事務所とともに設置

された。現在､家庭相談員2名が配置されている。 

平成17年には、児童福祉法改正に伴って各町に児童相談窓口が設置され、児童相談所や各町との連

携のもと、きめ細かな児童相談、子育て相談、家庭相談を実施している。 
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ア 個別相談                                                                   （単位：件） 

              

相談種別 

 

相談取扱 

計 

性
格
生
活
習
慣

 

知

能

言

語 

学 校 生 活 等 非

行 

家族関係 環

境

福

祉 

障

害 
そ

の

他 

人
間
関
係

 

登
校
拒
否

/

不
登
校

 

そ
の
他 

虐

待 

そ
の
他 

総

取

扱

件

数 

計 1851 27 107 85 86 10   28 594 880  34 

所 内 相 談 259 3 21 29 4 2  3 92 99  6 

訪 問 368 8 9 7 23   11 119 189  2 

電 話 相 談 532 3 31 32 21 5   175 256  9 

ケースカンファレンス 336 6 21 9 13 2  6 94 182  3 

通 信 5        3 2   

そ の 他 351 7 25 8 25 1  8 111 152  14 

新
規
取
扱
件
数 

小計 26    ５    １７ １  ３ 

経

路

別 

家 族 ・ 親 戚 2    2        

近 隣             

児 童 委 員             

児 童 相 談 所 2        2    

保健所・病院             

警 察             

市 町 村 10    2    5   3 

所 内 関 係 者 8        7 1   

学校・幼稚園・保育園 4    1    3    

本   人             

そ の 他             

年

齢

別 

３ 歳 未 満 児 5        4   1 

３歳～ ６歳児 4        3   1 

小学校低学年児 2    1    1    

小学校高学年児 6    1    5    

中 学 生 4    3    1    

高 校 生    2         1  1 

１8歳未満無学籍児 1        1    

そ の 他 2        2    

 

イ 子どもグループ活動 

子どもグループ活動は、平成 9年に粘土教室を開始したことが始まりで、現在家庭児童相談室が係って

いる児童を対象に夏休みなど長期間の学校が休みのときに実施している。家庭相談員、子ども支援員、母

子自立支援員が中心となり、当所の栄養士など関係職員や町、社会福祉協議会、主任児童委員などの協

力も得ながら実施している。平成21年からは地域の高等学校の生徒の協力も得ながら実施している。 

 

 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

実施回数 10 10  9 10 11 9 

延参加者数 114 154 104 104 266 119 
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ウ 地域連携・支援及び関係機関との連携 

区   分 内            容 

幼稚園等への訪問 管内の幼稚園、保育園を随時訪問し、情報交換、相談対応を行った。 

関係機関への訪問 
教育委員会、学校、町役場、病院等を随時訪問し、個別相談ケースについて、情

報交換、援助施策の連絡調整を行った。 

児童関係ケース会議 
管内 5町の要保護児童対策地域協議会の実務者会議や、個別ケース検討会議

に参加し処遇検討・情報交換等を行った。 

 

   エ 子ども健全育成プログラム推進事業 

     経済的不況による貧困世帯の増加、とりわけ生活保護が二世代以上にわたる「貧困の連鎖」が問題となっ

ており、この課題に対応するため、子どものいる生活保護世帯に対し、経済的給付だけでなく、子どもの成

長や世帯が抱える課題に即した相談･支援を行うことを目的として、平成22年度より実施している。 

 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

被保護児童数 34 38 45 64 53 

支援児童数 26 35 45 56 45 

   

４ 母子父子福祉相談 

母子父子自立支援の相談状況       ※平成26年10月法の改正により父子相談も実施しています。                                  

区 分 計 

生   活   一   般 児         童 

小

計

 

住

宅

 

医

療

 

家庭紛争 就

労

 

結

婚

 

養

育

費 

借

金

 

そ
の
他

 

小

計

 

養

育

 

教

育

 

非

行

 

就

職

 

そ
の
他

 

暴

力 

夫
等
の 

そ
の
他 

新規相談

件数 
228 112 8 4 56 29 5 0 2 1 7 26 10 5 0 2 9 

延相談 

回数 
459 251 20 12 150 44 5 0 7 3 10 47 17 13 0 2 15 

 

生   活   援   護 そ   の   他 

小

計 

母子父子福祉 

資 金 

寡婦福祉 

資 金 
公
的
年
金

 

手

当

 

児
童
扶
養

 

生
活
保
護

 

 

税

 
 

そ

の

他

 

小

計

 

売

店

 

販

売

 

た

ば

こ 

公
営
住
宅

 

施
設
利
用

 

支
援
施
設

 

母
子
生
活

 

貸

付 

償

還 

貸

付 

償

還 

84 44 9 0 0 2 2 7 2 18 6 0 0 0 2 4 

146 86 10 0 0 5 3 9 2 31 15 0 0 0 6 9 
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５ 女性保護 

女性保護は、これまでの売春防止法に配偶者等暴力防止法や人身取引被害者の保護も加わり、即応性が

求められる相談が増加している。 

 

（１）相談主訴別の相談状況                                          （単位：件） 

相談主訴 

 

 

項目 
計 

就 

職 

問 

題 

経 

済 

問 

題 

住 

宅 

問 

題 

家 

庭 
問 
題 

暴
力
団
・
ひ
も

等
の
問
題 

医 

療 

相 

談 

そ 

の 

他 

処理件数 60  1 3 53   3 

 

（２）相談後の処理状況                                            （単位：件） 

区 分 計 

就
職
・自
営 

結  
 

婚 

家 
庭 

へ

 

送 

還 
福
祉
事
務
所
へ
移
送 

婦
人
相
談
所
・
婦
人

相
談
員
へ
移
送 

他
府
県
の
婦
人
相

談
所
相
談
員
へ
移
送 

そ
の
他
関
係
機
関
・

施
設
への
移
送 

助 

言 

指 

導 

来 

所 

指 

示 

そ 

の 

他 

相談件数 60    2  3 8 4 30 8 5 
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